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「政治・経済」における日本国憲法の平和条項に関する

教育内容の検討および構想

1 -1課題

目り 田 輪 コ乞
日

(北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程)
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4 今後の課題

第 l章課題と方法

高校の公民科の科目「政治経済」では，日本国憲法における「三大基本原則」のひとつであ

る「平和主義」が扱われている。この「平和主義jが，その条文が表す文字どおりの意味で現

実に機能してきたかと間われれば，明らかに否とこたえるであろう。

たとえば，自衛隊はいくつもの段階を経て強化拡大され，いまや世界有数の軍備となってき

ている。この実態の変化にあわせて，政府の 9条の解釈は変遷を経てきている。日米安保条約

のもとでの在日米軍の存在は沖縄の少女暴行事件や沖縄基地や演習の移転問題を期にいっそう

大きな問題として国民に意識されつつある。また， I日米防衛協力のための指針」の見直しが国

会を経ずして政府間レベルの協議で1997年9月23日に発表され，園内の法制の整備がはじま

ろうとしている。一方で近年，自衛隊が「国際貢献jの任務をおわされるようになるという新

たなる変化をむかえている。

これらの軍備が憲法違反であるかどうかを争った裁判において，最高裁判所は一度も違憲判

決を下してはいない。「平和主義」と希離した軍備と，司法がその議離に対して憲法違反の判断

を下していないのが現実なのである。

このような憲法の理論と現実との読離は，憲法史の事実としては特別なものではないとはい

え，教育内容としては一種の限界を感じざるをえない。それはたとえば「基本的人権の保障Jの
教育内容との比較をみれば明らかである。

たとえば，憲法25条の生存権では，理論としてその条文解釈を学び，そしてそれにまつわる

現実をみて，条文がどの程度現実に実現しているのかをみることができる。実現の程度をみる

には，裁判や法整備が重要な材料となる。 25条との関連で多くの教科書に示されている「朝日

訴訟」をみると，その最高裁の判決自体は 25条の効力を示していない(特に 25条を「プログ

ラム規定」としたことについて)にせよ，この裁判の影響として生活保護基準が改善されてき

たことなどを知るときに，憲法の生存権が一定の効力をもっていることを実感することができ

- 45 



る。さらには，生存権の具体化としての社会保障の法的整備は，その現実的効力を知る有効な

材料となる。多くの場合，日本国憲法の「基本的人権の保障」が自らの問題として積極的に子

どもに受け止められるのは，それが身近な問題としての「人権」であることと，その規定が裁

判や法整備などを通して現実的な機能をもち得ていることがわかるからである。

しかし「平和主義」では，理論として条文解釈(前文 9条) いわゆる法規範性 を学ぶ

ところまでは同様としても，いざ現実をみていく段になると，理論の具体化として，あるいは

その効力を実感することができる現実面 たとえば国内の法整備 は何もないのである。教科

書では，自衛隊の設置や日米安保条約の締結や改定が，現実をみるための材料にはなっている

が，これらを「平和主義」の具体化と認識することはおよそできない。裁判においても，判決

のみをみるからには，自衛隊・日米安保条約の合違憲、が争われたものに対して「憲法の番人」と

教えられている最高裁により違憲判決がだされていない現実があり，判例が示されている教科

書で大抵のせられている。これも「平和主義」の具体的意義を認識する助けにはならない。た

とえその裁判の一審で違憲判決がでていても，結局「番人」である最高裁でくつがえされてお

り，一審の違憲判決は子どもの認識にとって， r平和主義jの具体化としては有効性が薄くなっ
てしまう。これらは，具体化というよりはむしろ条文とはかけ離れた現実とさえいえるもので

ある。

このように， r平和主義jにおいては，いわゆる日本国憲法の平和主義(以下「平和条項J)の
具体的な機能を実感できる直接的な材料は皆無とさえいえるかもしれない。これらは平和条項

が具体的なものとしてとらえられない原因ともいえる。では，平和条項を具体的なものとして

認識するには，どうすればいいのだろうか。

本論文では，教科書の平和条項の教育内容の検討を通して，その意義が具体的にとらえられ

ない要因を探る。そして，具体的にとらえるための教育内容の再構成の手がかりを，関連する

裁判とそれを中心に展開されてきた平和的生存権の概念にもとめ，教育内容の再構成を行なう

指針を示すことが目的である。

1 -2 方法

はじめに，現行の教科書の記述の検討を行なう(第2章)。まず学習指導要領の検討を行ない，

どのような教育内容を有しているのかをみる (2-2)。次に，教科書の記述の分類と整理を行な

う (2-2)。

教科書の記述は，その記述における役割の観点からみて，ひとまとまりのある意味をもった

最小限の記述単位に分類で、きる。その分類枠を示し (2-2-1)，それをもとに，記述を分類，整

理する (2-2-2~2-2-6)o そのうえで検討を行なう (2-3) 。まず記述全体の構成を明らかにし，

検討する (2-3-1)。さらにそのうちの主に平和条項の解釈などの部分について，主に憲法学の

成果により検討を行なう (2-3-2)。これらにより，平和条項を具体的にとらえられない要因を

述べる (2-4)。

そしてそれをふまえて，教育内容の再構成の視点を，関連する裁判とそれを中心に展開され

てきた平和的生存権の概念にもとめ，その方法を示す(第3章)。

本論文で検討する教科書は， r現代政治・経済.1 (清水書院)りである。これは，複数出版され
ている教科書のうち，特に平和的生存権を人権として明言している点，およびその由来などを

扱っている点などで，特徴ある教科書である。検討を行なう部分は，日本国憲法を主に扱う箇
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所での平和条項とそれに関する記述に限定し，国際関係(国際政治)を主に扱う箇所における

平和条項に関する記述の検討は今回は対象としない。

第2章教科書「現代政治・経済」の記述の検討

2 -1 r政治・経済Jについての学習指導要領および解説の検討
現行の高等学校学習指導要領における「政治・経済Jの「内容Jは，以下の大項目および小
項目から構成されているP

(1) 現代の世界と日本 ア国際社会の変容と日本

( 2 ) 現代の政治と民主社会 ア 民主政治の基本原理

ウ 国際政治と日本

イ 国際社会の動向と課題

イ 日本国憲法と民主政治

( 3 ) 現代の経済と国民生活 ア 経済社会の変容と経済体制 イ 現代経済のしくみ

ウ現代経済と福祉の向上 エ国民経済と国際経済

このうち，憲法の平和条項に関するものをみようとするとき，学習指導要領の内容自体に日

本国憲法の「戦争放棄」や「平和主義」という言葉そのものは一切あらわれてこない。『高等学

校学習指導要領解説 公民編j(以下「解説J)にはいくつかのそれらに関する記述が，大項目

r ( 2 ) Jの小項目「イJrウ」についてなされているジ
「解説Jではそれぞれ，その項目のねらいと中学公民との関連を図る必要性を述べたあとに，
学習指導要領を引用しながら，その内容について解説がなされている。学習指導要領と「解説j

の関連部分を次に抜粋し，その特徴を要約する。

2 -1ー 1 ( 2 ) イ 「日本国憲法と民主政治」

「学習指導要領J

「日本国憲法の基本的性格，基本的人権の保障及び国会，内閣，裁判所，地方自治などの機構

と機能について理解させるとともに，政党政治と選挙，行政機能の拡大と民主化，世論と現代

政治の課題などについて考察させる」

「解説J
n日本国憲法の基本的性格』については，日本国憲法が人類普遍の原理に立脚し，崇高な理
想、と目的の達成を目指していることに着目させ，日本国憲法はその性格として国民国家の枠を

越えた普遍性をもっていることを理解させる。そのため，人権尊重，国民主権，戦争放棄など

日本国憲法の基本原則について，様々な角度からその普遍性の認識を深めさせる。例えば明治

憲法との比較や，諸外国の憲法との比較などにより日本国憲法の諸原則の普遍性を理解させる。

・・さらに，日本国憲法の目指す民主主義，平和主義の理念が，わが国の具体的現実において

どういう意味を持ち，どのような条件の下でどの程度実現されているかといった動態的な把握

を図ることも，生徒の興味と関心を引き付けて理解を深めさせるための工夫として考えられ

る。」

この小項目「イ」の部分の解説をみると， r戦争放棄Jは「基本原則Jであり， r平和主義の
理念」は「目指すJものとして表されている。一般には， r平和主義の理念」のなかに「戦争放
棄jが含まれると解釈できるが，このように分けた趣旨はこの記述からはわからない。

まず，日本国憲法の基本原則である「戦争放棄Jについて「様々な角度からその普遍性の認
識を深めさせる」ことにより， r人類普遍の原理に立脚し，崇高な理想と目的の達成を目指し」
「国民国家の枠を超えた普遍性」があることを理解させる。次に日本国憲法が目指す「平和主義
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の理念」の学習にあたり， I生徒の興味と関心を引き付けて理解を深めさせるための工夫」とし

て，その「具体的現実において」の「意味」と， Iどのような条件の下でどの程度実現」したの

かの「把握を図るJことが述べられている。
つまり，基本原則としての「戦争放棄」についてはその「普遍性」を扱い， I平和主義の理念」

は(これ自体をどう扱うかの記述はみられない)，その理解を深めるための工夫として， I具体

的現実においてjの「意味」と「実現」を扱うことを述べている。

2-1-2 (2) ウ 「国際政治と日本j

「学習指導要領」

「国際政治の特質と動向，人権，領土などに関する国際法の意義と役割，国際連合と国際協力，

我が国の防衛を含む安全保障の問題，国際平和と人類の福祉に寄与する日本の地位と役割につ

いて理解させるとともに，軍縮問題，人種・民族問題など国際政治の諸課題について考察させ

る。」

「解説」

Ir我が国の防衛を含む安全保障』については，国際連合の第一の目的である平和と安全の確
保が，人類の福祉実現の上で欠くことのできないものであることに気づかせると同時に日本国

憲法の平和主義の理解の上に立ってわが国の防衛についての理解を深め，世界全体の平和と安

全を実現するために我が国がどのような役割を果たすべきかを考えさせることが大切である。

安全保障の内容は多岐にわたることから，国際紛争の原因を除去するための外交，人的交流，文

化交流，経済協力などの必要性を認識させるとともに，それらの取組みと並ぶものとして，わ

が国の防衛の基本方針や自衛隊，日米安全保障条約などの基本的な事柄についても，憲法の平

和主義との関連を踏まえ，かつ，戦後の安全保障政策の変化にも触れながら，理解させる。ま

た，それらを通じて，国際社会における平和と安全を確保する各国の努力の中で，わが国の平

和と安全をいかにして実現していくかを，多角的に考えさせる。」

この小項目「ゥ」の解説は，文部省の「平和主義」のとらえ方，すなわち小項目「イ」の「平

和主義の理念」の学習の工夫で示されている「具体的現実において」の「意味」と「実現」と

は何かを示している。たとえば， I防衛」を「平和主義の理解の上に立」って「理解を深め」る

としている点，安全保障の内容のひとつとしての「国際紛争の原因を除去するためのもの」と

して「外交，人的交流，文化交流，経済協力Jなどの非軍事的手段，ならびにそれと「並ぶも
のとしてJ日本の「自衛隊，日米安全保障条約など」を位置付けている点などである。
2-1-3 まとめ

以上のことから，学習指導要領の「解説」では，平和条項に関する教育内容を次のようにと

らえていることがわかる。すなわち，小項目「イ 日本国憲法と民主政治」において， I戦争放

棄」の「普遍性」や「平和主義の理念Jの記述があり， I平和主義の理念Jの「具体的現実」の
「意味」や「実現」が何か，つまり， I平和主義の理念lの具体化としての現実については示さ

れていない。それらの点については，小項目「ウ 国際政治と日本Jのなかで， I自衛隊，日米
安全保障条約など」が「平和主義の理念」とてらして肯定的にあげられている。

つまり，学習指導要領の「解説」がとらえる「平和主義の理念」の「具体的現実」や「実現」

は，自衛隊や日米安全保障条約などを意味するのである。
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教科書の記述の分類と整理

2-2-} 分類の方法

ここでは，教科書『現代政治・経済j(以下「教科書j)の検討箇所に至るまでの概要と，分

類枠および記述の分類の方法を示す。

2-2-}-} 教科書の概要

教科書『現代政治・経済』で、日本国憲法を扱っているところは，第 1編「現代の政治と民主

社会jの第2章「日本国憲法と民主政治j，第3章「基本的人権の保障j，第4章「日本の政治

機構j，第5章「日本の政治の課題jである。

そのうち，第2章の第1節「日本国憲法の基本原理」では，第1項「大日本帝国憲法の特色j，

第2項「明治憲法下の政治j，第3項「日本国憲法の成立j，第4項「日本国憲法の特色j，第5

項「国民主権と象徴天皇制j(第4項で示された「三大基本原理」のうちのひとつの「国民主権J
と，明治憲法下での天皇主権が否定されたことを含めて，天皇の地位は「象徴」になったこと=

象徴天皇制)，第6項「憲法の最高法規性と憲法改正」が扱われる。そして第2節「日本国憲法

と平和主義」に入っている。

平和条項に主にかかわる記述は，この第2節「日本国憲法と平和主義j4)である。これは，第

1項「日本国憲法の平和主義j，第2項「憲法第9条と自衛隊j，第3項「日米安保条約j，第四

項「日米安保体制j，第5項「冷戦後の安全保障と平和主義j，の 5つの項により構成されて

いる。

2-2-}-2 分類枠および記述の分類の方法

教科書の記述を，ひとまとまりのある意味をもった最小限の記述単位に分解すると以下のよ

うになる。

まず，理論として日本国憲法の平和条項の規定や由来，その意義などがあげられる。次に，そ

れにまつわる事象として，自衛隊の成立，日米安全保障条約(成立，改定，ガイドライン以降

の強化拡大)， PKO協力法，などがあげられている。これらを運用あるいはささえるための政

府の理論解釈がある。それらに対しての問題点の指摘がある。またその問題意識のあらわれと

しての国民の行動である運動 安保反対闘争がある o また，自衛隊や日米安全保障条約が憲法

に違反していなしユかどうかという面で議論になった裁判がある。一方で，自衛隊の実態・運用

が憲法に違反しないように，あるいは問題点の指摘に対するためともいうべき政府の対策があ

る。さらにこの対策についての問題の指摘もある。

そしてそれらの現実と比較して，平和条項のあり方の課題を総括する。

これらを以下のように分類する。

分類枠

平和主義について一平和条項の規定，解釈，意義，制定当時の政府の解釈等

自衛隊とその変選，日米安保条約とその改正， PKO協力法，これらの運用

政府による自衛隊等の運用のための9条に関する解釈

問題点の指摘一②，③に対する論議，批判 たとえば学説などから

②，③に対する国民の側の行動安保反対闘争

②の自衛隊，日米安保条約にまつわる裁判例

④問題点の指摘に対する政府による対策 主に②の運用の面で

⑦政府による対策の問題点の指摘一⑦に対する論議，批判

課題一平和条項とてらしたうえでの現実の課題

2-2 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
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いくつかの点について補足する。①「平和主義について」は平和条項自体の定義や解釈や意

義をさす。①~⑨全体色現実を含めたいわば広義の「平和主義について」のものとすれば，①

は狭義の「平和主義について」扱っているといえる。

②「自衛隊とその変遷，日米安保条約とその改正， PKO協力法，これらの運用」については，

自衛隊は日米安全保障条約のもとで考えるとき，ある程度のその機能の実態を知ることができ

る。しかし日米安全保障条約の完全な部分集合として自衛隊をみているわけでもない。しかし

日米安保条約のもとの自衛隊の役目という観点で示されていることを考えると，共通性をもっ

ととらえているともいえるので，同じものに分類した。

教科書の記述を，この分類枠(①~⑨)を用いて分類・整理していく。それぞれの記述が該

当する分類番号の示し方は，例:、[①平和主義についてYーのように行なう。また，適宜，分
類したものについて，本論文の該当箇所(例;、(2-1-2-1)つを文中や文末に示す。

2-2-2 第 l項「日本国憲法の平和主義Jの分類[①平和主義について]

教科書の第1項「日本国憲法の平和主義」は，すべてが①(平和条項の規定，由来，解釈，先

駆性，未来的意義，制定当時の政府解釈)に分類される。そこで，この①に該当する記述を，さ

らに以下のように分類，整理していく。

2-2-2-1 平和条項の規定[①平和主義について]

「日本国憲法前文は，日本国民が『政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないや

うにするJとともに『恒久の平和を念願し，人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚
するのであって，平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して，われらの安全と生存を保持し

ようJと規定し，恒久平和への決意を述べている。さらに前文は『全世界の国民が，ひとしく
恐怖と欠之から免かれ平和のうちに生存する権利を有することを確認』し，国民の『平和のう

ちに生存する権利』を宣言している。この前文の決意と理念を具体化するために，第9条を規

定し，戦争放棄と戦力の不保持および交戦権の否認を定めている。J
2-2-2-2 平和的生存権の定義・普遍性[①平和主義について]

「自由権も社会権も平和のうちに生存していなければ無意味になるという意味で，平和的生存

権はもっとも根源的な人権であり， r人権のなかの人権Jとみなすことができる」と定義し， r現
在，国際的にも国連などにおいて『人権としての平和』・平和的生存権の理念は広がりつつあるJ
と普遍的意義を述べている。

2 -2ー 2-3 制定当時の政府の平和条項に関する考え[①平和主義について]

「第9条の起草者とされる幣原喜重郎国務大臣の発言J(1946年8月の貴族院本会議)が，引
用されている。「実際此ノ改正案ノ第9条ハ戦争ノ放棄ヲ宣言シ，我フヴ国ガ全世界中最モ徹底的

ナ平和運動ノ先頭ニ立ッテ指導的地位ヲ占ムルコトア示スモノデアリマス。(中略)今日ノ時勢

ニ尚国際関係ヲ律スルーツノ原則トシテ，或範囲内ノ武力制裁ヲ合理化，合法化セムトスノレガ

如キノ¥，過去ニ於ケル幾多ノ失敗ヲ繰返ス所以デアリマシテ，最早我ガ国ノ学プベキコトデハ

アリマセヌ。文明ト戦争トハ結局両立シ得ナイモノデアリマス。文明ガ速カニ戦争ヲ全滅シナ

ケレパ，戦争ガ先ズ文明ヲ全滅スルコトニナリマショウ，私ハ斯様ナ信念ヲ持ッテ此ノ憲法案

ノ起草ノ議ニ与ツタノデアリマス。」

2-2-2-4 平和条項の世界史的意義[①平和主義について]

日本国憲法の平和主義を「もっとも徹底した非戦・非武装平和主義と，平和を人権そのもの

としてとらえる平和的生存権の承認という 2点において，世界の憲法史に例をみない画期的でb
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世界史的意義をもっ平和憲法といわれているjとその価値を明言している。

2-2-2-5 戦争放棄条項をもっ他の憲法[①平和主義について]

「不戦条約(1928)以後，戦争を防止するために，法的に戦争を違法なものとして制限ないし

禁止しようとする戦争の違法化jがおき，戦争を放棄した憲法が各国で制定された。」

しかし，それらが「侵略戦争や『国家の政策の手段としての戦争』を禁止したものであり，い

ずれも軍備の保持と交戦権は認めている」ことを指摘している。

例としてフランス革命直後のフランス憲法(1791)，第一次世界大戦後のスペイン憲法(1931)， 

フィリピン憲法 (1935)，第二次世界大戦後のフランス憲法(1946)，イタリア憲法(1947)，東

ドイツ憲法(1949)，西ドイツ憲法 (1949) と，その名称・年代があげられている。

この点に関して，第2節「日本国憲法と平和主義」の終わりの「課題研究jで，戦争の違法

化，戦争放棄に関するものを調べ，歴史的変化・発展，日本国憲法の平和主義の歴史的意義・

特徴を調べるという課題が設定されている。

2-2-2-6 第9条の先駆性[①平和主義について]

これら戦争放棄条項をもっ憲法と日本国憲法を比較して，r戦争の違法化を一歩おしすすめ徹

底させたものという点で先駆的なものであるJと，述べている。
2-2-2-7 第9条解釈[①平和主義について]

不戦条約の戦争の違法化のうごきのながれに沿いながらも，1無条件に一切の戦争を放棄した

のみならず，武力の行使と武力による威嚇をも放棄し，その実行を保障するものとして軍備の

不保持と交戦権の否認を規定している」としている。

2-2-2-8 今後の21世紀における国際的意義，役割[①平和主義について]

121世紀にむけて，アジア，ひいては国際平和実現のためにはたす意義と役割は大きい」と，

言及している。

2-2-2-9 平和条項の由来[①平和主義について]

日本国憲法の平和主義を「日本がアジアの諸国民にあたえた戦争の惨禍と広島，長崎での史

上初の被爆体験への深刻な反省から生まれたもの」としている。

また，平和的生存権の規定の由来が，大西洋憲章 (1941)の「この地上のあらゆる人聞が，恐

怖と欠乏からの自由のうちにその生命を全うするための保障となる，平和を確立することを願

うJ(第6条)であることを述べている。

2-2-3 第2項「憲法第9条と自衛隊Jの分類

2-2-3-1 自衛隊の設置[②自衛隊およびその運用]

米ソによる東西の冷戦の激化と 1949年の中華人民共和国の成立による国際情勢の変化の中，

アメリカは「対日占領政策として日本を『反共の防壁』とする冷戦政策を強く打ち出しJ，1950 

年の朝鮮戦争勃発が契機となって，マッカーサーの指令により自衛隊の前身である警察予備隊

が設置されたこと，そして保安隊， 1直接侵略および間接侵略に対しわが国を防衛することを主

たる任務」とする陸海空三隊の自衛隊になったことを解説している。

2-2-3-2 制定当時の政府による 9条解釈[①平和主義について]

「政府は憲法制定当時から，第9条は自衛戦争・侵略戦争を問わずあらゆる戦争を放棄しあら

ゆる戦力の不保持を定めたものと理解する説をとっていた(これが学説の多数でもある)oJ

2-2-3-3 政府による自衛隊運用のための9条解釈[③政府による自衛隊運用のための

9条解釈]
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「保安隊，自衛隊の創設，増強にともなって第9条の解釈は変化した。今日の政府の解釈は自

衛権を行使するための手段として『自衛のために必要な最小限度の実力.J(自衛力)をもつこと

は第9条に違反せず，自衛隊は自衛力であって，憲法の禁ずる『戦力』にあたらないと解する

u自衛力論』といわれる)oJ
「憲法第9条に関する政府解釈の推移」を以下のように示している。

• 11946年8月の吉田首相の国会答弁」 これのみ〔①制定当時の政府による 9条解釈〕

「戦争放棄ニ関スル憲法草案ノ規定ノ、，直接ニノ、自衛権ア否定シテハ居リマセヌガ，第9条第

2項ニ於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果，自衛権ノ発動トシテノ戦争モ，マタ交

戦権モ，放棄シタモノデアリマス。」

• 11952年11月『戦力Jに関する政府統一見解」
「一， r戦力Jとは，近代戦争遂行に役立つ程度の装備，編成を具えるものをいう o
一， r戦力Jの基準は，その国のおかれた時間的，空間的環境で具体的に判断せねばならな
い」

• 11972年11月『戦力Jに関する政府統一見解J
「戦力とは文字どおり戦う力である。憲法第9条第2項が禁止しているのは，自衛のための必

要最小限度をこえるものである」

このように，条文そのものを改正することなしに「社会の実態に憲法を適合させるとして条

文の意味内容や運用を解釈によって事実上変更することを，明文改憲に対して解釈改憲という」

と述べている。

2-2-3-4 政府の9条解釈に対する批判[④政府の問題点]

政府の自衛力論 (2-2-3-3)に対して「そもそも『自衛力』と『戦力』との区別はきわめて流

動的で困難である，国際情勢と軍事技術の水準によりきまるとされる『必要最小限度』は，結

局政府が認定するものであるから事実上『自衛力』の限界は無制限に近いものになるなどの批

判」が示されている。

2-2-3-5 自衛隊に関する裁判[⑥裁判]

自衛隊の合・違憲を争った裁判名(恵庭事件，長沼ナイキ基地訴訟，百里基地訴訟)があげ

られている。

長沼一審判決はIr自衛隊は，現在の規模，装備，能力からみて，第9条第2項にいう、陸海
空軍グに該当するJとして，初の違憲判決を下したJと述べている。さらに二審判決は「自衛
隊の設置・運営は統治事項に属し，統治行為は一見明白に違憲違法と認められないかぎり，司

法審査権の範囲外にあるとする統治行為論によって一審判決を取り消しJ，最高裁は Ir訴えの
利益がない』として憲法判断を回避した。最高裁はいずれの訴訟でも明確な憲法判断を示して

いない。」

2-2-3-6 解釈改憲 (2-2-3-3)への批判[④政府の問題点]

「政府の憲法解釈・運用の変更の積み重ねはこの解釈改憲にあたるとする批判があるJ
2-2-3-7 自衛隊の変遷[②自衛隊]

「防衛力整備計画の推移」として，第一次~第四次防衛力整備計画から中期防衛力整備計画ま

でを『防衛ハンドブック』から作成し，年々費やされる防衛関係費が上昇していることが示さ

れている。

2-2-3-8 政府による憲法改正の試み[⑦問題点の指摘に対する政府による対策]
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「しかし現実には，自衛隊と第9条との矛盾は避けられず，憲法第9条を改正しようとする憲

法改正問題が保守勢力から出されjている。

この記述を⑦(問題の指摘に対する政府による対策)に分類したのは， r自衛隊と第9条との
矛盾」を政府自身が感じている(すなわち④問題の指摘に相当する)と解したからである。

2-2-3-9 憲法改正問題[⑧政府による対策 (2-2-3-8)の問題点]

「改憲か護憲かがつねに戦後政治の大きな争点となってきた。」

2-2-4 第3項「日米安保条約Jの分類
2-2-4-1 日米安保条約の由来[②日米安保の由来]

日米安全保障条約については「サンフランシスコ平和条約J(1951)での日本の独立回復と同
時に締結されたことが示され， rこれにより，日本は西側陣営の一員」となり，日米安保体制と
いわれる反共・親米を基本とした政治・経済・防衛・外交政策を展開していった」と述べられ

ている。

2-2-4-2 日米安保条約に関する裁判[⑥裁判]

日米安全保障条約のもとでの米軍駐留の合・違憲が争われた裁判として，砂川事件が示され

ている。一審判決は， r米軍の駐留は第9条が禁ずる戦力にあたり，憲法違反と判断した。しか
し，最高裁は，駐留米軍は憲法第9条が禁止している戦力にあたらず，また『安保条約のよう

な高度の政治性を有するものは一見きわめて明白に違憲無効でトないかぎり司法審査になじまな

い』とする統治行為論を援用して憲法判断を回避した。」

2-2-4-3 日米安保条約の改定とその内容[②日米安保の改定]

1960年の安保大幅改定があり， r日本の防衛力の増強義務(第3条)，日本の領域内での日米
共同対処行動・共同作戦(第5条)，米軍の日本の駐留と極東での行動(第6条)などが規定さ

れた」ことが示されている。

2-2-4-4 日米安保条約改定 (2-2-4-3)の問題の指摘[④日米安保の問題点]

「とくに問題となったのは，米軍の極東での軍事行動の結果，在日米軍基地(施設および区域)

への攻撃の可能性があること(第6条)，そのばあい日本(自衛隊)がその攻撃に対処する義務

があること(第5条)J，つまり「米軍のおこした戦争に日本が自動的にまきこまれるものでは
ないかjという問題の指摘があった。

2-2-4-5 事前協議制度J[⑦問題点の指摘に対する政府による対策]

上記のような問題の指摘 (2-2-4-4)に対して，政府は「アメリカとの事前協議制度があるの

でその懸念はないとした」ことを示している。

「事前協議制度」とは， r第6条の実施に関する交換公文に基づく制度Jであり，その対象は，
米軍の配置や装備の重要な変更，日本からの戦闘作戦行動，核兵器の持ち込みであることを示

している。

2-2-4-6 事前協議制度の問題点[⑧政府による対策への問題点]

事前協議制度 (2-2-4-5)が「アメリカに対する法的拘束力と日本の発議権がないなどの問題

点Jがあることを示している。
2-2-4-7 日米安保条約の承認に際して野党の反対[④日米安保の問題点]

新安保条約 (2-2-4-3)の承認に際して， rこの条約が憲法違反であり，アメリカの戦争にわ
が国も巻きこまれることになると主張する野党の反対」があったことが述べられている。

2-2-4-8 安保改定の承認における政府による強行採決[⑦問題点の指摘に対する政府
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による対策]

野党の上記のような反対 (2-2-4-7)を押し切って，政府は衆議院で強行採決を行なったこと

が述べられている。

2-2-4-9 安保反対闘争[⑤国民の側の行動]

安保改定の衆議院の承認に際し強行採決に及んだ (2-2-4-8)のち，国民の側から「大規模な

安保反対闘争がおこった」ことが，述べられている。

2-2-5 第4項「日米安保体制Jの分類

2-2-5-1 日米安保条約の強化拡大[②日米安保の強化拡大の実態・運用]

新安保条約により， r日本はアメリカの軍事戦略に組み込まれ，その後自衛隊の増強がいっそ
うすすむとともに，日米共同対処行動・共同作戦が展開されることになった」。

なかでも本格的に進む契機として， 1978年の「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)J

をあげ，その背景を「アメリカのベトナム戦争での敗北という新たな事態に対応して，アメリ

カが『経済大国』となった日本に対して軍事的役割・費用分担の拡大(肩代わり)を要求して

きた」ことにあることを示している。

「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)J (1978)については，次のように解説がなされ
ている。「侵略の事前防止(平時)，日本有事，極東有事の三つのばあいに分仇日米両軍がい

かに役割を分担するかの基本を定めた日米共同作戦の基本協定」であり，それ以後「臼米共同

作戦研究，シーレーン共同防衛研究，極東有事研究などの日米共同作戦計画，有事立法研究，日

米共同演習・共同訓練の本格化，在日米軍経費負担(いわゆる『思いやり予算.1)などが積極的

に推進されている。」

2-2-5-2 日米安保体制の強化拡大への批判[④日米安保の問題点]

上記のような状況 (2-2-5-1)に対して「安保体制と自衛隊の強化拡大は憲法の平和主義に反

するのではないかという批判Jが示されている。
2-2-5-3 政府による憲法上または政策上の「歯止めJ[⑦問題点の指摘 (2-2-5-2)に

対する政府による対策]

日米安保(とその改定)を平和条項に反しないよう運用するために政府が示した「憲法上ま

たは政策上の『歯止め.iJの以下の7つの原則をあげている。
i )非核三原則の堅持

これは， 1971年に沖縄返還協定に関連して衆議院本会議で決議されたもので， r政府は，自衛
のための必要最小限度をこえないかぎり核兵器の保有は合憲であるとの立場をとり，非核三原

則は政府の政策的選択であることを強調しているjことを，示している。

ii)文民統制の確立

「軍隊の独走を防ぐために文民(非軍人)からなる政府や議会が軍隊を民主的に統制すること」

をさし， r文民」を構成するメンバーとその構造， r安全保障会議の決定事項は国会の承認を必
要とするなどのかたちで制度化されている」ことが示されている。

iii)武力行使をともなう目的・任務で武装した自衛隊を海外へ出動させることの禁止(1954年

参議院本会議議決)

iv)集団的自衛権行使の違憲

これについては，集団的自衛権と個別的自衛権について解説がなされている。

「個別的自衛権」については， r国家が外部からの緊急・不正の侵害に対して自国を防衛する
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ために実力を行使しうる権利」と定義している。

「集団的自衛権」については， r自国と密接な関係にある国が武力攻撃を受けたばあい，自国
の安全を脅かすものとみなしてその固と共同で防衛にあたる権利」と定義し，暫定的に国連憲

章で新設され， r自衛権発動の前提条件である侵略行為を武力攻撃に限定し，安全保障理事会が
必要な措置をとったあとは自衛行為を停止しなければならないとしたJことを示している。
v)徴兵制の違憲

vi)防衛費の GNPの1%枠の設定(1976年閣議決定)

vii)武器輸出三原則の厳守

これは以下の 3つの国・地域 (a)共産圏 (b)国連の決議で武器の輸出が禁止されている国

( c)国際紛争の当事固またはその恐れがある国 に武器輸出を認めないものであり，r平和に撤す

るとの考えから 1976年に政府が表明した」ものであること示している。

2-2-5-4 r歯止めj自体がかかえる問題の指摘[④「歯止め」の問題点]
政府は， r歯止め」として集団的自衛権の行使は違憲としている (2-2-5-3-iv)が，個別的自
衛権は認めている。個別的自衛権のかかえる問題として「従来，自衛権発動の条件を充たすか

否かは当事国の判断に委ねられたため，自衛の名のもとに侵略行為がおこなわれることも多

かったjとその問題点を示している。

2-2-5-5 r歯止めJの変更について[⑧政府による対策の問題点]
上記のような政府による「歯止めjの対策 (2-2-5-3)がありつつも， r現実には在日米軍に
よる核 (2-2-5-3-iに対して)持ちこみ疑惑が絶えないだけでなく， 1983年にはアメリカに対

する武宋技術供与が武器輸出三原則 (2-2-5-3-viilの例外として認められ，また 87年には防衛

費の GNP1%枠 (2-2-5-3-vi)が突破され撤廃されるなど，従来の『歯止めJが大きく変更さ

れつつある」という問題点が示されている。

2-2-6 第5項「冷戦後の安全保障と平和主義jの分類

2-2-6-1 r冷戦後Jの日米安保・自衛隊[②日米安保]
日本の「経済大固化」にともない，予算規模・装備において自衛隊が突出した「自衛力jに

なったこと， 1989年の米ソ首脳会談での冷戦終結宣言， 91年のソ連解体によって第二次世界大

戦後の冷戦構造の崩壊後，アメリカは世界軍事戦略を大きく転換，大幅な軍事費削減と海外基

地縮小・重点化をめざすなか，日本は東アジアにおいて戦略拠点としての重要性が増大し，軍

事技術協力や費用の分担を拡大するよう求めてきていることが述べられている。

2-2-6ー 2 政府による軍事大固化否定[⑦問題点の指摘に対する政府による対策]

「冷戦後J，日本が軍事的に強化拡大されようとしている動きへの批判を予測してか， r日本政
府の軍事大国とならないとの再三の表明」がなされていることが示されている。

この箇所は⑦に分類したもののうち，特異な例である。⑦(政府による対策)に分類するも

のは，批判あるいは問題点の指摘(④)の明示が前提である。明記はされていないが，相当す

るものとして，過去の戦争の問題 (rかつての日本に侵略・占領された近隣諸国」という言葉が
示している一(2-2-6-3))が，その役目を果たしている。

2-2-6-3 近隣諸国からの軍事大国化への懸念[⑧政府による対策の問題点]

上記の政府の表明 (2-2-6-2)にもかかわらず， rかつての日本に侵略・占領された近隣諸国
に，日本がふたたび『軍事大固化』するのではないか」という懸念がもたれている。

「アジアにおけるアメリカ軍の存在が，日本の「軍事大固化jへの懸念を緩和しているという
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指摘もある」ことが示されている。

2 -2 -6 -4 PKO協力法[②PKO協力法]

「一方J，1990年におきた湾岸戦争は，日本の国際社会とのかかわりかたを「きびしく問うこ

ととなった」と述べ， 1とくに自衛隊の海外派遣を核とする 1992年の国連平和維持活動 (PKO)

協力法は，日本のなすべき『国際社会への貢献Jとは具体的にはなにかについての対立を浮き
彫りにした」ものであることを述べている。

「国連平和維持活動 (PKO)協力法」を「国連の平和維持活動への自衛隊の海外派遣とその小

型武器の保有を認めた」ものと解説している。

2 -2 -6 -5 PKO協力法への批判[④PKO協力法の問題点]

PKO協力法 (2-2-6-4)は， 1従来の政府の第9条解釈と海外派兵の禁止原則を変更するもの

として野党から批判され，この法律の違憲性が問題となった」。

2 -2 -6 -6 PKO協力法参加五原則[⑦問題点の指摘に対する政府による対策]

PKO協力法批判 (2-2-6-5)に対して，政府が次の「参加五原則jをかかげていることを述

べている。

1)紛争当事者の停戦合意の存在， 2) 自衛隊の受け入れ同意の存在， 3) 中立性の厳守，

4)以上の条件が崩れたばあいの撤退，

5)武器使用を生命などの防護のための必要最小限に限定

政府はこれらが守られれば合憲であるとの見解をとっている。

2-2-6-7 参加五原則に対して[⑧政府による対策の問題点]

政府は参加五原則を守ればPKO協力法は合憲としている (2-2ーか6)が，その記述の直後に

「世論を二分した」とある。これは参加五原則があっても， PKO協力法を合憲としない国民の

批判があることが示されていることになる。

2-2-6-8 日本国憲法の平和主義の実現の在り方について[⑨課題]

「冷戦終結後の今日，日米安保体制のもとで，日本が日米軍事技術協力を拡大することや PKO

への自衛隊の参加などが，憲法の平和主義の原理，精神に合致したものなのか，それとも平和

主義の形骸化と『軍事大国化Jにつながるものなのか。さらに今後軍事的領域においても『国
際貢献』をなすべきなのか。日本国憲法の平和主義は，国際平和・安全保障のありかたをめぐっ

て， 21世紀にむけてその真価を問われようとしている。j

2-3検討

まず，全体(①~⑨)の構成を明らかにして，検討する。次に教科書と制定当時の政府解釈

を含んだ「平和主義についてJ(①)と，自衛隊運用のための政府による 9条解釈(③)とその
批判(④)について，主に憲法学の成果をもとに検討する。

2-3-1 全体の構成の検討

全体は次の 3つの部分に大別される。すなわち， 1) 1平和主義についてJ(学習指導要領「解
説Jの， 1戦争放棄」の「普遍性」・「平和主義の理念Jに対応する部分)， II)理論すなわち平
和条項と現実の相互関連一理論にまつわる現実を示しながら，理論が現実においてどれだけ具

体化されているかを示し (1解説Jの， 1平和主義の理念」の「具体的現実において」の「意味」
と「実現」に対応する部分)， III)まとめ 現実における課題を提起する，という構成になって

いる。
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まず，1)は，平和条項の規定や，平和的生存権の定義・普遍性，制定当時の政府の平和条

項設置に関する考え，世界史的意義，先駆性，第9条解釈，制定当時の政府による 9条解釈，今

後の国際的役割，平和条項の由来，などが示されている (2-2-2-1~2-2-2-9， 2-2-3-2)。これ

らは，分類①が該当する。

そのうえで次に， II)は，自衛隊や日米安保条約の設置，締結，変遷， r冷戦崩壊後」の軍事
大固化， PKO 協力法などを中心にして (2-2-3~2-2-6)，②(自衛隊とその変遷，日米安保条

約とその改正， PKO協力法)，③(政府による自衛隊運用等の運用のための9条解釈)，④(問

題点の指摘)，⑤(②，③に対する国民の側の行動)，⑥(裁判)，⑦(④問題点の指摘に対する

政府による対策)，⑧(政府による対策の問題点の指摘)が該当する。

そしてさいごに， III)現実における課題が提起されている (2-2-6-8)。これは，⑨(課題一

平和条項とてらしたうえでの現実の課題)が該当する。

1)においてさらに個々に分類された内容の検討は後述 (2-3-2)することとし，ここでは，

主にII)，III)の全体の構成が意味するものについて分類をもとに検討する。

II)まず，自衛隊の設置や運用に際しての政府の 9条解釈の「自衛力論J(③)の問題点や，
政府の解釈の変更により自衛隊を運用することを解釈改憲と述べたうえで，その問題点を示し

ている(④)。さらに自衛隊の合・違憲をめぐる学説の解釈論争(④)も示している。また，そ

の点を争った裁判一恵庭裁判・長沼ナイキ基地訴訟・百里基地訴訟ーがなされていること(⑥

の存在)も示している。しかも政府は 9条解釈の変更により自衛隊を増強させてきている(②)

が，それでは憲法の平和条項に対する自衛隊の矛盾は解消されず，その対策として結局は憲法

9条を改正しようとする政府の動きが示されており(⑦)，改憲か護憲かが，戦後政治の大きな

争点となってきた(⑧)ことを述べている(以上2-2-3)0 この政府による憲法改正の試みは，自

衛隊が憲法の枠内に止まらないことを政府自身が認識していることを示す以外の何ものでもな

しユ。

日米安保条約(②)については，この条約による米軍駐留の合・違憲を争った砂川裁判が示

されている(⑥)。その改定の内容に関しては，戦争にまきこまれる危険性を指摘する声(④)

があり，それへの政府による対策として「事前協議制度J(⑦)があることを示しているが，こ

の「事前協議制度」にもその内容や実行においていくつかの間題点があることが指摘されてい

る(⑧)。また，条約承認に際しては強硬な野党の反対があったが(④)，それを押し切り，政

府が強行採決に踏み切ったことが示され(⑦)，国民の側からの行動として，安保反対闘争がお

こったこと(⑤)が示されている(以上2-2-4)。

さらに「ガイドラインJ(1978)以降，日米安保体制は強化されてくる(②)が，それに対し

て日本国憲法の平和主義に反するという批判(④)があり，それに対する政府による対策とし

て7つの「歯止めJが示されている(⑦)。しかし「歯止め」自体がかかえる問題点(④)や，
現状が変更されつつある問題点(⑧)が示されている(以上2-2-5)。

「冷戦崩壊後」は，アメリカにより日米安保の強化拡大が図られてきている(②)なかで，近

隣諸国への対策として政府による再三の軍事大固化の否定(⑦)にもかかわらず，近隣諸国か

ら懸念が示されている(⑧)ことが述べられている。

また，あらたに PKO協力法が制定され(②)，それが憲法第9条に違反する疑いがあり(④)， 

政府が日米安保批判対策としてかかげている日米安保運用上の 7つの原則 (r歯止めJ)のうち
のひとつ一自衛隊の海外派兵禁止原則ーに違反するという批判(④)をうけていることが示さ
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れている。この批判への政府による対策として参加五原則(⑦)が示されているが， PKOに関

する見解は分裂，つまり，いまだに政府による対策も問題があること(⑧)が示されているの

である(以上2-2-6-1~ 2-2-6-7)。

III) (⑨) 日米安保のもとの軍事技術協力の拡大をはじめとする自衛隊の強化拡大や， PKO 

参加が， I憲法の平和主義の原理，精神に合致したものなのか，それとも平和主義の形骸化と『軍

事大国化』につながるものなのかJI今後軍事的領域においても『国際貢献』をなすべきなのかJ，
と，すべてが疑問形で書かれている。

そこには，平和条項が現実化されているものが自衛隊や日米安全保障条約であるという確信

は読み取れない。さらにしめくくりとして「日本国憲法の平和主義は，国際平和・安全保障の

ありかたをめぐって， 21世紀にむけてその真価を問われようとしているJという記述があり，こ

れは平和条項の「真価jが実現していないと主張している印象さえ受ける(以上2-2-6-8)。

これらがすべて，教科書のとらえる平和主義にまつわる現実についての見解である。学習指

導要領の「解説jは， I平和主義Jの具体化として自衛隊や日米安全保障条約を位置付けている
が，教科書ではそうではない。

たしかにII)全体においての記述は，自衛隊，日米安保条約， PKO協力法(②)をひとつの

テーマにしてページが割かれ，解説されている。しかし，これらをふくめて政府により行なわ

れた自衛隊運用のための 9条解釈(③)は，問題点の指摘(④)をよび，自衛隊や日米安保条

約が憲法違反かどうかの裁判がなされたり(⑥)，国民の側からの反対行動がなされている(⑤)。

それらの批判に対する政府による対策(⑦)は，やはり問題点の指摘(⑧)を生んだことが示

されているのである。

これら④@⑧は，憲法擁護的な位置にあり，広い意味での~③⑦への批判の集まりといえる。

ということは，自衛隊，日米安保条約， PKO協力法(②)と，その運用のための政府の9条解

釈(③)は，反憲法的な位置付けすなわち平和条項と照らして問題があることを示しているの

である。そしてそれが真っ向から双方参加のもと議論されたのが裁判(⑥)なのである。

これらをもとに，教科書のとらえる現実の位置関係をまとめると，次のようになる。

現実の面は②が中心

②③⑦  ⑥ @([⑧ 

く反憲法的〉モ 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 …→く憲法擁護的〉

⑨ 

(⑦一批判への政府による対策ーについて補足すると，反憲法的と憲法擁護的の両者の聞を

縮める役目があると思われるが，現実的にはきわめて反憲法的側に近いといえるので上記

の位置にした)

これは， I理論と現実の相互関連J(II)と「課題J(III)に示されている教科書の見解は，自
衛隊，日米安保条約， PKO協力法などを， I平和主義についてJ(I)の実現としての現実とい
うよりはむしろ，平和条項と対立する問題点がある，あるいは反する疑いがある，というもの

だといえる。

2-3-2 平和条項の意義，解釈などの検討

検討においては，教科書の記述のすべてを網羅することはできないので，その記述のうち特

に教育内容として意義が大きいと判断したものについて，憲法学の研究成果を用いながら若干
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の検討を行なう。

2-3-2-1 r平和主義についてJ(①)の検討
2-3-2-1-1 平和条項の規定 (2-2-2-1)

平和条項の規定を，前文と 9条の総体としてとらえている。

前文の法規範性の有無について議論があるなかで，教科書はその法規範性を認め，平和主義

の規定に位置付けている。そして，その具体化として 9条を位置付けている。憲法に記述され

ている規定としては，前文の丁寧な引用も含めて，教育内容としては重要かつ基本的な平和条

項の規定といえる。

ただし，それに加えて，日本国憲法に規定されていない点にも平和主義の規範があると考え

ることもできる。規定されていないこと(，規定の欠如J)とは，宣戦布告・講和に関する規定，

国防義務・兵役義務の規定，緊急権(国家が戦争，内乱，大規模な災害や経済恐慌のような緊

急自体の出現によって，その存立の危機にさらされた場合に，その危機を克服するために，国

家権力が平常時の制約を超えて異常な手段・方法に訴えることを正当化する観念)の規定，で

ある。これらが規定されていないということもひとつの規定といえる官前文や 9条の明文以外

に，戦争を放棄するための具体的保障を「書いていない」規定に求め，それらが書かれていな

いがゆえに，平和条項を支えているということも，重要な教育内容になりえる。

2-3-2-1-2 平和的生存権について (2-2-2-2)

平和条項の規定のうち，平和的生存権の規定については，平和と人権の関連一平和と人権の

「相互依存性」 を明記し，基本的人権の根底をなすものとし，ひとつの人権規定としている点

が，特徴である。

平和的生存権をめぐっては，学説上否認するものもあるなかで，人権として位置付けている

点は大きな意義がある。とくに人権規定では法規範性と裁判規範性の両者を考えることができ

るが，平和的生存権の裁判規範性についてはその有無や内容について議論が多い。教科書の記

述は直接には法規範性をさすものであるが，平和的生存権が，自由権や社会権など裁判規範性

があるといえる人権の根源的な位置にあると規定していることからみると，平和的生存権の裁

判規範性も視野にいれているとみることができる。

しかし一方で，教科書の平和的生存権の定義や解釈からは，日本国憲法第3章に規定されて

いるいわゆる「基本的人権」の自由権や社会権の規定と比較してみても，具体的な意味内容は

不明確である。たとえば「平和のうちに生存していないJとは単に戦争状態のもとにあること
をきしているのか，戦時下ではないがなんらかの日常性をともなうものなのか，多義的であり

一種抽象性が高い。これは「平和jという言葉のもつ多義性が要因かとも思われる。一方，平

和的生存権が争われた裁判について示されているわけでもないので一裁判は自衛隊や日米安保

条約が9条について合憲か違憲かという観点で記述されているだけ (2-2-3-5，2-2-4-2) や

はりその具体的な内容はわからない。

平和的生存権の具体的意味は，それが争われた裁判上でみていくことが，有効である。

2-3ー 2-1-3 平和条項の由来 (2-2-2-9)

平和条項の由来について，教科書では，世界的な戦争の違法化の流れのなかや戦争の反省に

より平和条項ができたことを示している。また，一方で，平和的生存権が大西洋憲章の一文に

由来することが示されている。

しかし大西洋憲章は，いわゆる「ファシズム」とよばれるものの否定あるいは批判といえる。
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この教科書では，今回検討した箇所とは別のところで「ファシズム」が解説されている。そこ

で、は，その体制の概要と，圏内的，対外的実態が記されている。圏内的な実態のなかには， ，基

本的人権を徹底的に抑圧した」との記述がみられ， ，日本の軍国主義もそのーっとする考え方も

ある」と解説している3)

戦争と「ファシズム」は同義ではない。平和的生存権の由来は，厳密な検討を要するものと

いえるが，平和的生存権が，戦時下以外での「恐怖と欠乏からの自由」の意味を考える役を担

う可能性はもちえている。

2-3-2-1-4 戦争放棄条項をもっ他の憲法 (2-2-2-5)

戦争放棄条項をもっ憲法については，それをもっ他国の憲法(とその成立年)が8つあげら

れている。ヨーロツパに偏りがちではあるが，複数の憲法が(軍備の保持や交戦権については

ともかく)なんらかの戦争放棄に関連した条項を有していることを示すのは，日本国憲法の「普

遍性」を証明することになに非常に有効である(この点，さらに教科書の章末の「課題研究J
で、は，それらの内容などを調べる課題が設定されている)。

たとえば，あげられているもののうち，スペイン憲法 (1931)や西ドイツ憲法(1949)は「紛

争を仲裁裁判等の平和的手段によって解決する旨を定めた条項」を，西ドイツ憲法やイタリア

憲法(1947)は「戦争権限の民主的統制を定めた条項jを有している。また西ドイツ憲法は「良

心的兵役拒否権の保障条項jをも有しているUここは「解説」の「諸外国の憲法との比較など

により憲法の諸原則の普遍性を理解させる」に沿ったものといえるが，ここでは日本国憲法の

「普遍性Jのみならず，諸外国の憲法のもつ様々な面も重要な材料となるだろう。

ただし「常備軍の制限あるいは廃止条項」をもっ憲法があげられていない。これは，日本国

憲法の第9条の「戦力の不保持」と密接にかかわるものであり，現存する憲法で有しているも

のがあることを考慮すると，とりあげられる必要性がある。たとえばスイス憲法l3条(現行)

やコスタリカ憲法12条(1949)がそれである 8)が，このうちコスタリカは，実態としても軍備

を保持せずに国が運営されている。これは常備軍が設置されていなくても国が運営される可能

性を示す重要な憲法である。

2-3-2-1-5 第9条解釈 (2-2-2-7)

第9条解釈については，第9条は 2つの項から成るが，教科書では，第1項で侵略戦争のみ

ならず自衛戦争をも放棄しており， ，のみならず，さらに」第2項が戦争の放棄を保障するもの

としてとらえているといえる。これは，いわゆる 1項全面放棄説であり，それを保障するもの

として 2項の意義を認めているものといえる。

第9条をめぐる解釈学説はいろいろな整理が可能とされているが 9条全体で，自衛のため

の戦争をも含めて一切の戦争を放棄(侵略・自衛双方)したものとする点では一致している。し

かし，第1項で全面的に放棄していると考えるか(，1項全面放棄説J)，第2項と第1項をあわ

せてはじめて全面的に放棄している(，2項前面放棄説J) と考えるかは解釈が分かれるところ

である。山内敏弘は，後者が「どちらかといえば多数説であるといってよいと思われるJ9)と述

べている。小林直樹は， ，第9条1項に関するかぎり，とくに『国際紛争を解決する手段として

は』と断っている点で，自衛戦争を放棄したものではなく，第2項の交戦権の否認の結果，自

衛戦争をふくむ一切の戦争が禁止された，とみる方が……おそらく文理的には正当であろう」と

述べている。しかしそうしながらも， ，国際紛争を解決する手段Jの「国際紛争」とは不戦条約
のいう「侵略戦争」を指すと考えられるが，第9条の解釈がそのような「ふるい『国際的用例J
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や通念を援用すべき合理的な理由はない，というべきではないか」と述べているP小林は 2

項全面放棄説として解釈する「実益jを「まったく観念的なこまかさのためだけの議論ではな

いかjという宮沢俊義の検討・見解11)を参照しながら 2項全面放棄説をとる「実益」は 9

条を改訂して自衛のための軍備を設けようとするとき 2項だけ変えればいいか 1項も変える

かというときに関わってくるような性質のものとしている。「実質的に考えれば，むしろ第1説

の方(*r 1項全面放棄説J 前田)が，憲法の精神を全体としてより体系的に捉えたものと
みることができょうJと述べている。

教科書の 9条解釈は， r通説jよりも「憲法の精神を体系的にとらえたJ1項全面放棄説をとっ
ており，むしろ認識しやすい説を採用していると評価できる。

2-3-2-1-6 第9条の先駆性 (2-2-2-6)

たとえば，小林武は近現代のいくつかの戦争放棄条項をもっ憲法を，深瀬忠ーや山内敏弘に

よる検討を参照しながら整理するなかで，これまでの西欧立憲主義の歴史においては「絶対平

和主義は思想としては存在していたが，実定憲法となることはなく，諸憲法も，放棄されるべ

き戦争を…・・・侵略戦争に限っていた」。一方，第9条は自衛・侵略双方の戦争を放棄している点

で， r武力による平和保障とは，基本的な考え方に於いて，けっして見過ごしえない相違点・断
絶面をもつものであり，西欧立憲主義の到達点をひとつ上の高みへと前進させる選択をしたも

のといえるJ;2)平和条項は， rすぐれて現代的な原理j とさえも言われているP
このような意味で第9条は「先駆的」であり「世界史的意義」をもっている。「普遍性J(r解
説」のいうところの)にとどまらない「先駆性」を教科書はとりあげて評価しており 9条の

意義を歴史的にも質的にも明確にするものとなる。

2-3-2-1-7 制定当時の政府による 9条解釈(2-2-2-3，2-2-3-2， 2-2-3-3r吉田首相J)

政府の制定当時の9条解釈 (2-2-3-2)では，第9条全体で，あらゆる戦争を放棄したと解し

ていること，また r1946年8月吉田首相の国会答弁J(2-2-3-3)からは， r 2項全面放棄説」を

とっていることがわかる(政府の 9条解釈の変遷過程での位置付けや意義は2-3-2-2-1で後

述)。

制定当時の「第9条の起草者とされる幣原の発言J(2-2-2-3)において，幣原を「第9条の

起草者とされる」と位置付けていることは，重要である。

平和条項を誰が発案したのかについては，幣原発案(つまり日本側からの案)かマツカーサ一

発案(アメリカ側からの案)かの議論があり，そのため「とされるJとしたのであろう。どち

らの発案かは様々な角度からの厳密な検討を要する問題ではあるが，幣原自身が平和的な外交

を行なっていたこと刊を考慮すれば，日本側に(起草前に)平和条項を求める考えが存在した

ともいえることが導かれるだろう。単なる「押しつげjとはいえない理由のひとつはここにあ

る。

日本国憲法は，その制定過程においてたしかにある意味では「押しつけられた」側面をもち，

さらには平和条項は天皇制の存続といわば引き替えに制定されたともいわれている。これらが，

平和条項そのものの意義や価値を下げるわけではない。制定当時の国民にとってその意義がど

れだけ大きかったかは世論調査が示しており，現在に至るまで，日本国憲法の平和条項の意義

は世界的にも大きい。しかし，それとは別の問題として，制定当時の政府の平和条項のとらえ

方や，政府にとっての意義，そして国内からの平和条項の誕生の可能性などは，平和条項の教

育内容として意義があるといえる。
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また，幣原の発言の内容は，政府が，戦争放棄の宣言を，国をあげての「平和運動」の先頭

に立ったことを意味するものと認識し， 1或ル範囲内ノ武力制裁Jは日本の学ぶべきことではな
いこと，戦争が文明を全滅させるものであると認識し， 1文明ガ戦争ヲ全滅」する必要性を確信

していることを示している。これは制定当時の政府自身にとって 9条の意義がいかに大きなも

のであったかを示すものとなる。

2-3-2-1-8 教育内容としての意義ーまとめ

憲法学における平和条項についての研究成果は，厳密かつ膨大であることは言うまでもない。

教科書の記述がそれらをもとになされていると仮定するならば，その重要なところをおさえつ

つ，学説としてある程度の共通見解 いわゆる「通説」ーの一部が示されているであろうことは

想像するに難くない。

教科書では， 1平和主義」あるいは「平和条項」全体の中に，第9条の「戦争放棄」条項を位

置付けたうえで，戦争放棄の普遍性のみならずその先駆性を述べている。さらに平和的生存権

を人権規定としていることや，その由来や普遍性，そして意義などや，平和主義の理念全体と

その意義などを他国の憲法などと比較するなどして扱っている。

なかでも，平和的生存権を人権規定として明確に位置付け，解説している点などは，重要で

ある。また 9条の解釈において学会の「通説Jが「二項全面放棄説Jであるのに対し，より
認識しやすいものともいうべき「一項全面放棄説」をとっているのは，特記すべき事項である。

全体的にみて，憲法学の研究成果とてらしあわせても， (いくつかの点が増やされればより充

実するという面はあるが)教科書の平和条項の解説や示されている材料は，平和的生存権も含

めて相当程度のものが記述されているとみてよい。

2-3-2-2 1政府による自衛隊運用のための9条に関する解釈J(③)とその批判(④)
についての検討

2-3-2-2-1 その変遷について (2-2-3-3)

政府の自衛隊運用のための 9条解釈(③)は 9条の具体的意味内容を考えるにあたり重要

な教育内容であり，かつ，自衛隊を設置，運用する面(②)と密接な関わりをもっという面で

も，重要である。

教科書で示されている政府の憲法解釈・運用の変更については， 11946年8月吉田首相の国会

答弁J，11952年11月『戦力』に関する政府統一見解J，11972年11月『戦力』に関する政府統
一見解」の一部分が示され，その変遷の過程を知る材料となっている。

古川|純は，この政府解釈の変化を大きく 3つの時期に区分しているがJ5)第1期は憲法制定

~1949 年までのものであり， 1自衛権の実質的放棄論」の時代である。これは教科書の11946年

8月吉田首相の国会答弁J(*これは 16月」の誤りと思われる 1吋， 1第9条の起草者とされる
幣原喜重郎国務大臣の発言J(2-2-2-3)， 1あらゆる戦争を放棄」し「あらゆる戦力の不保持を
定めた」見解(2-2-3-2)，が該当する。第2期は 1950年(朝鮮戦争の勃発，警察予備隊の創設)

~1954 年までのものであり， 1軍備なき自衛権，武力なき自衛権」を主張していた時期で， 1950 

年に発足した警察予備隊をはじめとする正当化を図った時期といえる。これは教科書の r1952

年11月『戦力Jに関する政府統一見解J(2-2-2-3)が該当し，この素材 (r政府統一見解J)自

体は， 1952年に設置された保安隊・警備隊が「戦力Jにあたるのではないかとの疑問に対して
なされたものである。第 3 期は 1954 年 6 月 5 日~(陸海空三自衛隊の発足，防衛庁設置法・自

衛隊法成立)からのものであり， r武力なき自衛権」を否定し「武力による自衛権jを主張した

ワム
n
h
u
 



時期で，自衛隊の正当化を図ったものである。教科書の r1972年11月『戦力』に関する政府統

一見解j，r自衛力論j，が，該当する。
教科書がこの重要な3つの時期の政府解釈を網羅している点は特徴的である。これらは政府

解釈がどのように推移してきたのかを知るのに必要な材料だからである。しかし次の面も加わ

ると，いっそうその重要性が増すだろう。

第一期の政府解釈r1946年8月吉田首相の国会答弁jl7川こついては， r第九条一項は自衛戦争

を否認していないが，二項により交戦権も否認され，一切の戦争と一切の軍備の保持を放棄し

た趣旨を明らかにjl8)したものであるが，この点を明確に示すのは，吉田の答弁の教科書での引

用につづく，その直後の一文である。吉田は続けて「従来近年の戦争は多く自衛権の名に於い

て戦われたのであります。満州事変然り，大東亜戦争亦然りであります。……j(衆議院憲法改

正委員会六・二六)19)と述べている。これは自衛権を否定的にとらえたものといえる。自衛権を

裏付けるのは自衛力であるが，自衛戦争を否定し，かつ[自衛力Jも否定するものこそが第一
期の政府解釈であったことを示す。それこそが「立法者」の意志だ、ったのである。にもかかわ

らず，この自衛権否定が後々自衛隊を自衛力として正当化するいわゆる「自衛力論j，つまり自

衛力肯定論へと変遷していく。紙面上の都合とも思われるが，上記の一文が明示されていれば，

吉田の述べた意味がより理解されるだろう。

2-3-2-2-2 政府解釈への批判について (2-2-3-4)

さらに教科書は，政府の「自衛力論jへの批判として， r自衛力」と「戦力jの境目があいま
いであり， r必要最小限度」の「自衛力」の限界は「無制限に近いものになる」などの批判を示
している。

この「自衛力」論に関して，たとえば古川純は次のように問題点を述べているP

i) r自衛権Jの意味について
「国際法上の自衛権は，戦争および武力行使の一般的禁止を前提にして，一定の要件の下に国

家の武力行使を違法ではないとする正当化根拠ではあるが，各国の憲法上の規定を超えて各国

の武力組織の法的根拠を与えるものではない。……『自衛権』を国家固有の自衛権とする見解

があるが(後述の砂川事件最高裁判決など)，近代立憲主義の立場からすると国民との関係にお

いて国家に『固有の』権利ないし権力はなく，実定憲法上に自衛権行使のための組織や行動・

権限に関する規定を必要とする」が，日本国憲法では，そのような規定がないので， rむしろ自
衛権行使に必要な規定をもっていないとみなすべきなのである。」

ii)政府解釈の「自衛力」論への疑問

ア rr自衛力』と『自衛力Jを超える『戦力』を区別するのは，軍事学的に困難である。
イ 「軍隊に類似する武力・軍事力を置くことが可能ならば憲法上に何らかの関連規定がある

はずである。

ウ n交戦権』の否認は無条件的なので，第九条を自衛権行使のための武力の根拠とするこ
とは難しいj

教科書で政府解釈への批判としてあげられているのは，古川の(ii )のアにあたる。これ自

体は重要な問題点であるが，これだけならば，自衛権という概念の出所はわからない。

しかし一方で，教科書は政府による 9条解釈のところとは別のところで自衛権の解説と問題

点を示している。それは， (2-2-5-3一iv) と (2-2-5-4)である。政府のいう「自衛力」を裏付

ける「自衛権」とはこれらで示されている「個別的自衛権」のことを指す。つまり教科書は間
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接的に，政府のいう「自衛力」の解説を示しているのである。しかし依然としてその出所は明

示されていない。

古川が示すように，政府の「自衛力Jの概念自体について，他の(i )や(ii )のイ，ウの
点、を考慮、し，平和条項の規定と重要な矛盾をもっていることを明示する必要がある。

2-3-2-2-3 教育内容としての意義ーまとめ

政府解釈は，吉田の答弁の部分の不足分はあるにしても，その推移を知るために必要な 3つ

の時期を網羅しているという点では充実している。

政府解釈への批判は，子どもにとってもわかりやすいものとはいえるが，政府のいう「自衛

権」概念の出所や憲法との関係，などが教育内容として必要で、ある。

2-4 教科書の記述全体の教育内容としての意義

平和条項については，政府解釈に関する若干の問題はみられるが，平和的生存権の定義など

を含めて，その条文としての意義など，様々な観点で示されているといえる。

一方で，平和条項と現実の相互関係は，両者がかけはなれたものとして示されている。たし

かに憲法擁護の側からの様々な問題の指摘やそのあらわれはみられつつも，自衛隊や日米安保，

PKOは，平和条項の具体化としてではなしむしろそれに反する様々な問題をかかえているも

のとして示されている。平和条項が現実において実現されていないばかりか，現実が平和条項

から徐々に希離していく方向に進んでいることが認識されることになる。

たしかに平和条項と現実の訴離は，現実の確実な一側面である。しかし，これでは，現実が

平和条項から読離している以外の説明がきわめてっきにくい。では，このような理論と現実と

の希離の事実はありつつも，平和条項の具体的意味を認識することができるように教育内容を

再構成することはできないのだ、ろうか。

筆者はそれを裁判と平和的生存権の概念にもとめる。そこで，教科書の平和的生存権と裁判

の記述をふりかえってみる。

平和的生存権の法規範性は示されているが (2-2-2-2)，裁判規範性は示されていない。なぜ

なら「平和的生存権が争われた裁判jとして裁判が示されていないからである。教科書が取り

上げている裁判の多くが，なんらかの平和的生存権の侵害という具体的事件をきっかけにした

ものであるにもかかわらずである。一方で、，裁判は，自衛隊や日米安保が合憲か違憲かを議論

されたものとして扱われている(2-2-3-5，2-2-4-2)。第9条を平和的生存権の具体化と捉えて

いる点 (2-2-2-1)を考慮すれば，教科書における裁判は，平和的生存権(9条はこれを具体化

するためにある)の具体化について(あるいは、侵害かについて)争われたものとみることも

可能ではある。

しかし，裁判のもとになった事件などが平和的生存権の侵害によるものであり，判決のなか

でどのような面で平和的生存権が守られあるいは守られなかったのか，などの点は記述されて

いない(他の教科書にもほとんどみられない);1)平和的生存権の法規範性を前文の引用などで

示しているなかで，裁判については，それにかかわる事件が平和的生存権の侵害であることの

明記や，平和的生存権の公判における議論のされ方，判決への反映のされ方，などが示されて

いない。つまり，平和的生存権の法規範性は示しながらも，裁判規範性を考えるような裁判の

示し方をしていないのである。

これでは，平和的生存権の具体的内容や意義を現実とてらして考えることができない。
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第3章教育内容の再構成の視点

本章では，平和条項を遊離させない形で，国民にとって平和条項の具体的な意義 平和的生

存権の具体的な意義ーを中心として考えることができるような再構成の視点を示す。そのひと

つの方法は，教科書も材料としてはとりあげている裁判というひとつの事象を中心にすること

である。

3 -1 教育内容の再構成におけるいくつかの指針

まず第1に，自衛隊や日米安保条約などをはじめとするいわゆる軍事が人権 平和的生存

権ーに深く関わった(あるいは侵害する)ものであることが裁判を通して示されねばならない。

平和的生存権の概念は，憲法学者としては星野安三郎の理論が先駆であり，恵庭裁判がその

直後に起こり， I裁判上ただちに活用」された経緯がある。これを期にその理論が発展すること

になった。たとえば恵庭裁判は， I従来は憲法九条といえば安全保障ないし防衛外交政策の政治

的指針，あるいは国会で憲法上の制約が問題にされる国の統治権の行使にたいする法的な制約

にとどまっていたのが，それだけではなくて，身近な国民の平和な日常生活に直接関係して法

規範力を持っているということがはっきりしたjともいえる平和的生存権の理論的形成・発展

にとって重要な裁判であった伊

教科書でもあげられている恵庭裁判や長沼裁判そのものは，国民への自衛隊からの直接的あ

るいは間接的な侵害が原因となって起きた裁判である。これは平和条項におげる平和的生存権

の侵害にかかわる「現実」を内包している。裁判に至った経緯，背景自体が，重要な教育内容

となり得，その視点で自衛隊を見る必然性がでてくる 33)

第2に，第1の点とともに，平和条項における平和的生存権の具体的意味を考えていく場面

が必要である。これは平和的生存権の定義自体を考えていく場面ともいえる。裁判という現実

を扱うもののなかで考える以上，それは法規範性のみならず裁判規範性を考えることになる。た

とえば長沼一審判決で認められた平和的生存権は，基地のそばに住んで、いること自体が，戦時

に敵国の攻撃の標的になりえ，住民の平和的生存権を侵害するという見解である。また平和的

生存権を広義と狭義にわけで，狭義のそれを「戦争や軍隊によって自己の生命を奪われない権

利J，広義のそれを「戦争や軍隊あるいは総じて軍事目的のために個人の財産を強制的に収容さ

れない権利，あるいは軍事目的のために表現の自由を侵害されない権利j24)とするものもある。

定義自体を「戦争と軍備および戦争準備によって破壊されたり侵害ないし抑制されることなく，

恐怖と欠乏を免れて平和のうちに生存し，またそのように平和な国と世界をつくり出してゆく

ことのできる核時代の自然権的本質をもっ基本的人権であり，憲法前文，とくに第九条および

第十三条，また第三章諸条項が複合して保障している憲法上の基本的人権の総体であるj25)と

するものもある。

平和的生存権については，次のことが再構成の際に検討されねばならない。憲法学における

平和的生存権の解釈は，裁判規範性(裁判上具体的に保護される権利)はないという主張すら

あるなかで，前述したようにおそらくある共通の部分をもちながらも，その法規範性(憲法上

のどこを根拠とするか)，享有主体は誰か，その権利内容(裁判規範性)などの点で分かれてお

り， Iその権利性を確立・拡充する積極的な憲法学的努力jがつづけられている 26)状況である?

とりあえずは，裁判上どのように議論がなされたかを手がかりに，憲法学の研究成果を参考に
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しつつ，教育内容としての定義を構成していかなければならない。

ここでひとつ留意しておかねばならないことは，とりあえずは平和的生存権を国内を対象と

したものとしてとりあげるが，いわゆる「一国平和主義」といわれるような狭い意味でしか解

釈できないものではなく，平和的生存権は「全世界の国民」のものとして議論する価値一広が

りーのあるものだということである。現在の日本国内，特に戦後世代にとっては，戦争がおこ

る，あるいはまきこまれるという認識は希薄になりつつあるともいえ，戦時において平和的生

存権が侵害されることについては，かえって実感が伴い難い。むしろ戦後世代にとっては，国

内の軍備に対してたとえば恵庭，長沼，百里基地訴訟などの裁判闘争で「生、活への侵害を拒否

するJ(つまり平和的生存権の侵害の拒否)と強調されてきた面が，より実感が伴うものといえ

る。このような裁判闘争に参加あるいは新聞でみるなどいわば同時代にそれらにふれることが

できなかった世代には， I生活への侵害Jという面すら日常的な実感を伴わない場合があり(演
習場の近隣に居住している場合は除いて)，教育内容として必要とされる。しかし，他方，国際

的な観点でみれば，日本の軍備の意味するものが，日本国外の人民の平和的生存権にどのよう

な意味をもつのかを考える契機となり得る。教科書で記述されている近隣諸国からの日本の軍

事大国化への懸念はまさにそうである。これはまた，国際貢献が武力により行ない得るのかと

いう議論に直結していく問題でもある。

第3に，教科書で示されている裁判は，自衛隊や日米安保条約に関連するものであるから，当

然にそれらの合憲論と違憲論がつきあわされたものであり，自衛隊の平和条項とのてらしあわ

せが当然なされており，その実態を知る必然性が生まれる。自衛隊の実態はその裁判がなされ

た時期に集中するとはいえ，よりふみこんだ見方が可能となってくる。そしてその時期との関

連において，自衛隊の現在に至る変遷を扱うこともできる。

第4に，それら裁判の多くは世論になんらかの影響を与えている O 裁判そのものが国民に支

えられたともいえる。裁判に対し国民の反応がどのようなものであったかをみることを通して，

国民にとっての裁判や平和条項の意味を知ることができる。そのあらわれのひとつは裁判を支

える運動である。その裁判が行なわれた当時，国民がどのようにそれを受けとめ，行動したか

ということを知ることは，一人一人の人間にとってその裁判，そして平和条項がどのような意

味をもっていたかを知ることになるのである。そしてまた，それが，政府による自衛隊などの

運用の面で何らかの対策をひきだす原動力にもなるのである。これらは，裁判自体を支えるい

わば裁判運動が，国民の反応や意志，そして平和条項を守ろうとする力のいわば効力を知るう

えで，教育内容の重要な対象となる必然性をもつことを意味する。

3-2 教育内容の再構成における個々の分類枠の関係

裁判を中心に再構成すると，全体(前述した分類枠①~⑨)が次のようになるだろう。たと

えば自衛隊の合・違憲を争った裁判を例にとってみよう。

裁判(⑥)は，自衛隊を平和条項とてらしあわせた合・違憲論がつきあわされたものであり，

全体(①~⑨)に含まれるべき内容を(新たに組み入れるものも含めて)ひとつのテーマで扱

うことになり，平和条項の意義を明確にするものになる。

まず，自衛隊が国民に直接あるいは間接にどのような影響をもたらすものであるのかが，裁

判(⑥)をとおして直接にみることができる。これは，政策面のみならず，自衛隊の実態の重

要なー側面である。それは，平和条項(①平和主義について)の平和的生存権が自衛隊により
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どのように侵害されたのかを扱うことを意味する。これは平和的生存権の具体的意味内容を考

えることにもなる(①平和主義について)。

そもそも自衛隊や日米安保への問題の指摘(④)は，①(平和主義について)に②(自衛隊

やその運用)・③(政府による自衛隊運用のための政府解釈)をてらしたときの矛盾からのもの

である。どのように問題なのかは，公判において具体的に議論されており，両者をてらしあわ

せて考えることになる。

教科書では，安保反対闘争が国民の側の行動(⑤)としてあげられているが，裁判(⑥)全

体を支えるいわば裁判運動も新たに⑤に位置付けることにより，国民の側の運動(⑤)と裁判

(⑥)の関係が明確・密接になる。

また問題点の指摘(④)のうち，特に学説の見解は，裁判(⑥)を支えた理論として公判過

程で重要な位置を占める。さらには，裁判(⑥)を支えた弁論の力もまた，学説と同様に④(あ

るいは⑤)に位置付けられる重要なファクターである。

裁判(⑥)や，それを支える運動によって明らかにされてきた事実を通して，国民への政府

による対策(⑦)が自衛隊に関連してどのようにとられてきたのか たとえば演習の被害に対

して，などーを見ることにもなる。その政府による対策自体への問題の指摘(⑧)は公判上で

あらわれてくることになる。

これらを通して，平和条項(①)の現実における具体的な意味がいっそう浮き彫りになって

いくのである。そしてこれら全体と判決およびその後どのような影響があったか，などから，現

実がどのような課題をもっているのかという点(⑨)を見通すことになる。

このように，裁判を中心として全体を扱うときに，司法が自衛隊などを 9条とてらしてどの

ように判断したかにとどまらずに，ひとつのテーマのもとに平和条項の具体的意義をはじめ，全

体が有機的に再構成されていくことになる。裁判に関する生、活への侵害の事実をイメージでき

るように提示することにより，そこにひそむ憲法の平和条項一特に平和的生存権ーに関係する

問題に，子ども自身が考える土台にのり，平和的生存権の侵害を自分のものとして考えはじめ

ることができるようになる。そこから自衛隊や日米安保，公判や判決，そして当時の世論に関

心が号|き継がれ，再び憲法の平和条項にたちかえり，その意義の具体性を認識し，平和条項と

矛盾する現実の抱える問題点を明確にしていくことができるようになる。これらをとおして，子

どもなりの平和的生存権の具体的意味が構成されていくであろう(どこかでその定義は示さな

ければならないにせよ)。一見考察するには困難かと思われるような判決文の解釈への挑戦や自

らの見解をもつことなどが予想され， r政治・経済」の憲法の教育内容としてふさわしいものに
なるといえる伊

第4章今後の課題

今後，以上のような観点のもとに，教育内容の対象を，まずは自衛隊に限定しながら，恵庭・

長沼裁判制を中心に教育内容の構成を行い，それをもとにした授業プランを作成し，実験授業

にかけ検証を行なっていく。

恵庭・長沼裁判については，憲法学を中心に多くの研究成果が積み重ねられてきている。こ

れらを通して平和的生存権の理論が発展・構築されてきたともいえ，その成果から多くのこと

を学ぶ、ことができる。今後，教育内容の構成の視点から検討を重ねていきたい。

また，本論文では扱わなかったが，近年，平和条項に関する裁判で，特に平和的生存権が議
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論された裁判に「市民平和訴訟」とよばれているものがある。これはPKO協力法の制定に伴い，

自衛隊が数箇所に「海外派遣Jされた一連の国家行為に対して，鹿児島・広島・大阪・名古屋・
東京ーなどの市民たちから，その中止と是正を求めて提起された訴訟である。原告市民側の共

通の主張は， PKOが「九条に違反しているだけでなく，原告各自の平和的生存権を侵害してい
るというところにある J~O) 具体的な生活への侵害から一歩進んだ平和的生存権訴訟ともいうこ

とができ，検討していきたいもののひとつである。

日本国憲法の平和条項は「一国平和主義」といわれるような狭い意味の平和を志向するもの

ではない。それを考えるためにも，自衛隊が争われた裁判を通し，軍備が国民に対しどのよう

な意味をもち，それが国際貢献の名にふさわしいものであるのかどうかを，いま一度ふりかえ

ることが必要である。それは，日米安保条約のもとの在日米軍基地の抱える問題とも共通する

部分が大きい。沖縄の米軍基地問題が近年全国的に注目のまとになった契機は，少女暴行事件

である。この事件自体が，日常生活における女性が直面する問題とわりきることは到底できな

い，まさに軍備による平和的生存権の明確な侵害といえるであろう。

これらを考えるうえでも，平和的生存権の視点から平和条項の具体的意味を考える教育内容

の構成は，重要な意義がある。
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敏弘，浦回賢治，浦田一郎，そして深瀬忠一の四者の見解を紹介し，深瀬に依拠しながら自らの論を展開し

ている。

28)たとえば前掲論文23)では，恵庭裁判の判決文(抜粋)に対して，子どもなりの評価が感想文で示されてい

る。判決に限らず様々な角度で恵庭裁判がかかえる問題点などを積極的に自分なりに分析しようとしている

ものからは，裁判を教育内容の中心としえる，可能性を示すものである)

29)恵庭・長沼裁判運動に関しては，特に，北海道平和委員会『松井愈平和運動論文集』編集委員会編『松井愈

平和運動論文集一平和に生きる権利のたたかい~J (北海道平和委員会.1997年)を，今後の重要な参考文

献としてあげることができる。

30)小林武「平和的生存権の裁判規範性・覚え書き一平和憲法論序説(その二)J <r南山法学J18巻2号，南山

大学法学会発行. 1994年)pp. 94~95 

(付記)

本稿で不適切な引用があったとすれば筆者の理解の誤りによるものである。本稿執筆中，特

に構成の面で須田勝彦氏をはじめ北海道大学教育学部教育方法学研究室において検討いただい

た。記して感謝する。

69 


